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短期入所生活介護事業所かなや　サービス利用料金
(1単位×10.17円　令和３年４月改定)

○介護保険基本料金・介護加算

予防介護（要支援１・２） 単位数
１日あたりの見込み額（円）

1割負担 2割負担 3割負担

機能訓練体制加算 12 24 36
サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18 36 54

要支援1 531 1,063 1,595
要支援2 660 1,320 1,980

特定処遇改善加算Ⅰ 介護報酬額の27/1000

要介護（1～5）

要介護1 707 1,415 2,123

送迎加算（片道につき） 187 374 561
介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬額の83/1000

要介護4 923 1,846 2,770
要介護5 991 1,983 2,974

要介護2 776 1,553 2,330
要介護3 852 1,704 2,556

看護体制加算（2） 8 16 24
夜勤職員配置加算（Ⅱ） 18 36 54

機能訓練指導体制加算 12 24 36
看護体制加算（1） 4 8 12

緊急短期入所受入加算 91 182 273
介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬額の83/1000

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18 36 54
送迎加算（片道につき） 187 374 561

特定処遇改善加算Ⅰ 介護報酬額の27/1000

○介護保険外利用料金

滞在費

第一段階 820円
第二段階 820円
第三段階 1,310円
第四段階 2,006円

食費

第一段階 300円
第二段階 390円
第三段階 650円
第四段階 1,392円

（内訳）

朝食 324円
昼食 504円
おやつ 100円
夕食

滞在費・食費は市町村に申し出ることにより、所得に応じた減免措置があります。証書をお持ちの方は
その内容に応じた料金となります。

減免措置の証書をお持ちの方は、１日の食費合計額が、負担限度額に達するまでは補足給付は行われ
ず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることになります。

島田市は地域区分が「7級地」であるため、介護保険基本料金につきましては単位数に10.17円を乗じた
金額が料金となります。

上記料金は、１回あたりの目安を表示したものです。1か月の合計で計算した場合、小数点以下の端数
処理の関係で差異が生じる場合があります。

平成30年8月より、介護保険サービスの自己負担割合が2割の方のうち、特に所得の高い方は3割負担と
なります。『負担割合証』が交付されますので、サービス利用時にご持参ください。

令和3年4月から令和3年9月まで、新型コロナウィルスに対する上乗せ分が全利用者を対象に発生しま
す。介護報酬額の1/1000が上乗せ分となります。

464円
教養娯楽費 レクリエーション・クラブ活動・行事等 実費
理美容費 実費


